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健康危機管理機能を期待する21世紀の保健所像
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　地域保健法の制定や地方分権推進計画などにより，地域保健の主体が住民に身近な市町村とさ

れる中，保健所の置かれる位置づけにはさまざまな議論がなされてきている。特に地方分権計画

で示された内容の保健所と他の組織との統合組織の位置付けは，保健所の在り方に問題を提起し

ており，当事者である保健所長会はもちろんのこと，衛生行政関係者は早急に統合組織と保健所

の在り方を積極的に検討すべきではないかと筆者は考える。また保健所は，保健・福祉サービス

提供機関というよりも，健康危機管理機関として活躍するのが専門技術集団の能力を活かす組織

になり得ると考える。
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